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特許の出願 ・権利化状況が示唆す る技術戦略
一 薄型パネル表示装置を巡る製品開発競争環境一

森 田 弘 一

特 許 が有 す る経営 資源 と しての効 用 につ いて は,研 究開 発 を行 う企 業 に対 して そ

の 成果 の独 占的 利益 を保 証す るか どうか よ り,企 業 が 協力 ・競 合他社 との関係 も含

め た様 々 な研究 開発 活動 を行 う際の 調整 的手段 として重要 で あ るとの議論 が あ る。

特 に,新 製 品の 市場 投入 にお い て差 別化 と低価 格化 が ほぼ 同時並 行的 に進 行 す る状

況 に あ るデ ジタル機 器 につ いて は,研 究 開発 の成果 が企 業 に独 占的 な利 益 を もた ら

して い る とは言 い難 く,そ の競 争戦 略 を考 える場合,特 許 を介 した製 品開 発マ ネ ジ

メ ン トの在 り方 は重 要 な示唆 を与 え る。本 稿 で は,デ ジ タル機 器 の代 表例 と して薄

型パ ネル 表示 装 置(FPD:FlatPanelDisplay)を 取 り上 げ,そ れ らの主 要性 能・技

術 に関 す る特 許 の出願 ・権 利化 状況 の経年 変化 を製 品及 び性 能 レペル での 「イノベ

ー シ ョンの活 性状 況」 とみな しつつ,そ の製品 開発 競争環 境 を把握 す るこ との有 効

性 につ い て検 証 を試 み る。

キ ーワ ー ド 特許戦 略,製 品 イノベ ー シ ョン,コ ア技 術

1は じ め に

FPDは,マ ルチメディア対応のデジタル機器としてその需要が急速に拡大 しつつあるが,

技術的特性 としては,多 種多様な要素技術(材 料を含む)と その組み合わせ(以 下,本 稿で

はこの ような組み合わせ を 「アーキテクチャ」 と呼ぷこととする)に よる製品の性能向上 を

伴 うイノベーシ ョン(以 下 「製品イノベーション」 とする)を 実現する余地が大 きい。この

ため,FPDに 関す る様々な要素技術やアーキテクチャ等で構成される 「技術方式」は,現 時
1}

点において,特 定の製品市場 を支配する有力な技術体系(以 下 「支配的技術」とする)と し

ては確立 していないようにも思われる。例 えば,テ レビ製品市場では従来のブラウン管表示

方式 を代替する形で液晶パネル とプラズマパネルが一定のシェアを確保 しつつあるが,そ れ

以外 にもリアプ ロジェクシ ョン方式,電 子放出発光(FED)方 式,有 機EL方 式などの様々

な技術方式を用いたFPDが 市場に投入され,激 しい開発競争が行われている。

この ような開発競争 と並行 して,各 企業はテレビ製品市場の将来性等を踏 まえてFPDの

生産を本格化 させてお り,従 来はどちらかと言えば探索的研究の成果による技術 シーズ主導

で行われてきた製品開発が,今 後は市場ニーズに適応 しつつ性能 と価格をバ ランスさせ るこ
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とに重点が置かれ,そ の結果 としてFPDの 技術体系の安定化あるいは標準化が促進 される

可能性 もある,例 えば,日 本国内では液晶テレビについては2000年 頃,プ ラズマテレビにつ

いては2002年 頃か ら市場が拡大 しているが,そ の背景には,強 い市場ニーズである高画質化

(明るさ,動 画性能,視 野角など)と 低消費電力化に加えて低価格化に関連する研究開発が

集中的に行われ,こ れ らの技術レベルが市場の求める一定の水準に到達 したと指摘すること

ができる。さらに,今 後はこれらの競合技術(ま たは技術方式)が 取捨選択 され る過程の中

で,パ ネルモジュールとしてFPDの 標準化・低価格化が急速に進展する可能性 もある(こ の

ような変化の結果 として価格以外に主な差別化の要因を有 しな くなった状態 を,本稿では「コ

モディティー化」と呼ぷこととす る)。その場合,異 なる技術方式間の競争(例 えば,液 晶パ

ネル対プラズマパネル)を 継続するのかも含めて,FPDの 技術体系の安定化への対応に関す

る戦略的な判断が問われることとなる。

一般的には,あ る製品の技術体系を左右する支配的技術は市場の拡大 と成熟の過程 を通 じ

て認識 されると考えられるが,FPDを 含めたデジタル機器は,急 速な市場拡大が生 じる中で

価格競争と性能競争が並行する傾向が強い。このような環境において,支 配的技術が認識 さ

れる時点では企業 レベルでの競争の勝敗が決 している可能性が高 く,そ の回避のためには市

場競争 と並行 しつつ製品イノベーションの活性状況を効率的かつ戦略的に把握することが重

要 となる。 しか しながら現実問題 としては,刻 々と変化する状況の中で どのような情報にそ

の判断の基礎 を置 くかは難 しい。そこで本稿では,FPDを 取 り巻 く製品開発競争環境の変化

を企業の特許取得行動を もとにして分析することを試みる。このたあ,ま ず,企 業の製品戦

略 と特許戦略の関係等について考察 した先行研究を参考に しつつ,製 品イノベーションの活

性状況を分析するためのフレームワークを検討する。次に,FPDの 主要技術方式である液晶

パネル とプラズマパネルのそれぞれについて,製 品戦略上の主要性能 ・技術 に関する最近10

年間の特許の出願 ・権利化状況を基本データとして抽出 し,こ れ らのデータを上記フレーム

ワークとの適合性 も考慮 しつつ整理 ・分析する。このようにして製品イノベーションの活性

状況についての考察を行い,最 後にFPDを 巡る製品開発競争環境について議論す る。

2分 析 の フ レー ム ワー ク

2.1企 業の研究開発活動 と特許戦略の関係

特許制度は,発 明者が研究開発による発明の成果を世の中に公開する代償 として一定期間

(我が国の特許法の場合は20年 間)の 独占権 を発明者等に付与する制度である。特許の公開

とそれに連なる研究開発活動 とは科学技術的な意味において一定の因果関係 を有するもので

あるとも考えられ,特 許におけるサイエンス ・リンケージの計測に関す る研究などの分析結

果かちみても,科 学技術の応用的段階において,特 許 をマクロレペルで見た製品イノベーシ
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ヨン活性の指標 として用いることには一定の有意性がある。 しか しながらその一方,企 業 レ

ベルでみた特許制度の運用(即 ち,企 業の特許戦略)は,実 際の研究開発活動 を必ず しも忠

実に反映 していないとも考えられる。具体的には,自 分の権利化までは望 まないものの,他

人の権利化 は阻止 したい との理由で出願する場合(い わゆる 「防衛出願」)や,特 許 としての

成立は疑問であるものの,審 査 当局の判断によっては特許要件を充足する可能性のあるもの

を念のために出願す る場合などの,先 願の地位の確保が重要であるとする各種の特許出願マ

ニュアルの示唆がこれにあたる。

経営資源 としての特許の効用に関 しては,最 近ではPenin(2005)に よる包括的な整理に詳

しいが,そ れによると,医 薬品などの特殊な例 を除いて,特 許は企業が独 占的利益 を短期的

に得 るための手段 としてではな く,他 者 との技術取引や協業 も含めた調整的手段 として重要

であることが強調されている。 また,企 業の特許戦略と製品開発活動 との関係 については,

永田ら(2002;2004)が,特 許戦略 を 「ポジショニング・アプローチ」「コア技術構築アプロ

ーチ」等の観点から実証的に分析 し,そ れぞれのアプローチの有効性が 「技術成熟度の段階」

によって大 きく異なるものであることを指摘 している。即ち,自 社及び他社の特許からなる

技術体系の構造 を分析 して自社特許の強みを活かすことを目的 とする 「ポジショニ ング ・ア

プローチ」は,技 術体系が確立 し要素技術に関連する特許の体系が安定 している状態(以 下

「技術パラダイムの成立」 とする)以 前においては他社 による模倣 を防 ぐ効果は小 さいが,

それ以降においてはクロスライセンスや業界標準の確立等の様々な戦略 目標 に対 して有効で

あるとしている。一方,特 定の技術分野について基本特許か ら関連特許 までを体系的に取得

する 「コア技術構築アプローチ」は,技 術パラダイムの成立の前後 を問わず他社による模倣

を特許侵害 として排除で きる可能性が高い代 わりに,技 術パラダイムの成立後 は模倣 を防 ぐ

こと以外の特許戦略目標 に対 しては無力化 し,「自社技術の経路依存的な体系化の方向性がマ

イナスに作用す る」 ことがあるとしている。

現実の製品開発競争においては,こ のような 「ポジショニング ・アプローチ」や 「コア技

術構築アプローチ」などの特許戦略の有効性 も事後的に判明する可能性が高いと考えられる。

特 に,本 稿で分析の対象 とするデジタル機器(FPDを 含む)で は,医 薬品のよう.に探索的な

基礎研究の成果が物質特許 として有効に保護 されることでその専有可能性が高 くなることも

な く,製 品のシステムを構成する要素技術について,企 業がそれ らの成熟の程度を見極 めな

がら 「コア技術」や 「非コア技術」 として選別することも容易でない。その一方,特 許が有

する戦略指標的な意味について,鈴 木(2002)は,研 究開発依存型産業(研 究開発費の対売

上比率が高い産業)に おいては特許出願数を研究開発活動の成果を測 る「アウ トプ ット指標」,

即ち,研 究開発活動への投入量に見合った数の特許が出願 されると考えるのでな く,む しろ,

同時並行的に行われる研究開発活動の量 を規定する 「インプッ ト指標」として考 えることが
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現実的であると指摘 している。このような指摘 と,さ らに 「特許戦略 と製品戦略は,技 術選

択を介 して共進化する関係 にある」(佐々木,永 田他,2000)こ とを併せて考えるなら,企 業

がその製品戦略によって目標 とする機能を実現するための技術選択を行 う際,ど のような技

術を自らの研究開発活動によって 「内製化」 しどのような技術を 「外部調達」 しようとして

いるのかについては,そ の特許出願傾向か らある程度読み取れることとなる。

以上 より本稿では,FPDを 合むデジタル機器が研究開発依存型産業に該当するとして,企

業の特許出願行動がその研究開発活動に関す る戦略的判断をほぼ リアルタイムで反映すると

ともに,さ らにはその総体 としての企業横断的な状況の変化が,技 術パラダイムの成立過程

を示すことになると仮定 して分析を進めてい く。このために,FPDの 開発競争において特許

戦略の対象 とな り得る主要要素技術を絞 り込み,そ れを組み込んだ最終製品(本 稿では薄型

テレビを対象 とする)の 市場が立ち上がる前後の一定期間において,そ れ らの要素技術に対

応する特許の出願状況等 を経年的に観察す ることとした。

2.2特 許の出願 と権利化に関する戦略的含意

企業が積極的な特許出願を行 うかどうかについては,あ る製品に関 して技術パラダイムが

成立 しているか否かが影響するものと考えられ,技 術パ ラダイムの成立前に活発に行われる

とされる製品イノベーションと成立後に活発に行われるとされる工程イノベーションでは,

特許の有効性が異なることが指摘 されている(後 藤,永 田,1997)。 例えば,ノ ウハウのよう

な知識 を含んでいる工程 イノベーションについては,特 許出願によって情報開示をしなけれ

ば競合他社にその内容を知 られることもないため,関 連する研究開発成果の専有性 を高める

ためにもこのような特許は出願数自体が少なくなると考えられる。従 って,あ る成果が特許

出願される 「カテゴリー」が製品イノベ ーションと工程 イノペーションとを等 しく含みうる

ものであるなら,そ のカテゴリーにおける出願件数が減少傾向を示すことが,単 純 には,製

品イノベーションか ら工程イノベーションへの移行による技術パ ラダイムの成立過程 として

認識されることとなる。 しか しなが ら,技 術パ ラダイムの成立過程は製品イノベーションの

活性状況の変化 を観察す ることで より正確に認識で きると考 え,製 品を差別化する性能 とそ

れに対応す る要素技術を可能な限 り明確化 して分析用のカテゴリーを構築することとした。

さらには,特 許による研究開発成果の専有 とその程度に関する企業の意思 を分析す るため,

特許出願のみならずその権利化行動 も含めて考えることとした。研究開発の成果を特許 とし

て出願することは投資の重複排除 とそれによる研究開発の効率化を考える上で重要ではある

ものの,出 願行動(即 ち特許出願数)に 考察を加えるのみでは,個 々の特許の出願 さらにそ

の権利化 と保有(維 持)に は一定のコス トが必要であるという企業経営上の判断要素が十分

に考慮されなくなる。企業が特許 をそれらのコス トに見合った経営資源 として考えるなら,
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自ら行 った研究開発の成果 を特許 との関係においてどのように活用するかの戦略的判断が存

在す るはずである。よって本稿では,こ の ような判断を次の四つの類型に整理 して分析する

ことを試みる。

①(研 究開発成果を特許によって)専 有 し他社 と取引しない

②専有 して他社 と取引する

③専有 しないが(そ の研究開発成果に対する)他 社の干渉は排除する
2)

④専有 しないで外部効果 を期待する

上記の類型について,① は製品化 を視野に入れた研究開発が基本的には自社で完結 しており,

他社 との技術取引をあまり意識 しない状況であるとし,②はそれが特許 を介 した技術取引(ラ

イセンス等)を 想定する状況へ と変化 したものと考える。但 し,① ②はいずれにせ よ自らの

研究開発の成果を専有する意思が強いために特許出願とその権利化の行動がほぼ一体的に行

われると考える。これに対 し,③ は特許の権利化については費用対効果や他社 との研究競争

環境 に応 じて行 う(他 社による特許化 を防 ぐため出願 までは行うような場合等)状 況である

とし,④ はむ しろ出願によって研究開発の成果を公にすることが自社の技術や事業の発展に

つながることを期待す る状況であると考 える。 よって,特 許の一般的な効用である 「研究開

発成果の独 占的利益 を得ること」を最 も期待 しているのは,端 的には②の類型 となるが,こ

れ らの判断の類型は必ず しもそれぞれが排他的であるとは考えないこととする。

3FPDの 性能及び要素技術に関連する特許の出願 ・権利化動向

3,1FPDに 関する要素技術

この ように して構築 した分析フレームワークの有用性を実際の特許データを用いて検証す

るためには,そ の基礎 となる特許データに関 して,各 企業が市場ニーズとの関係か ら重視す

る製品性能 とその要素技術 との適合性 を高めておく必要がある。即ち,FPDを 組み込んだ薄

型テレビについて現在の消費者が重視する性能は,高 画質,大 画面 と低消費電力 とされるこ

とから,そ の ような製品イノベーションに関係す る特許が分析の基本 となる。 また,最 大の

消費者ニーズはいずれの技術方式であれ製品の低価格化にあると考えられ,そ の実現は工程
3)

イノベーションとの関係 も強い。従って,工 程 イノベーションに関係する要素技術 について

も,そ れが製品イノベーシ ョンにも密接に関係するものは分析対象とする。

3.Ll液 晶パネル

薄型テレビにおいて液晶パネルの高画質化 を実現するためには,特 に視野角 と動画性能の

向上が重要であり,こ れに輝度 と色再現性の制御が加わる。視野角 と動画性能に関する要素

技術 としては,液 晶材料,パ ネルの表示駆動方式及びそれを制御する素子等がある。液晶材

料 についてはその表示モー ド(分 子配向)の 制御が要素技術の中核 とな り,基 板方向に対 し
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てねじれた状態で液晶分子を配向させる方式を基本として,視 野角を向上させるため,基 板

方向に対 して液晶分子を垂直に配向 させる方式 と水平方向に配向させる方式が有力技術 とな

っている。また,こ れ らの配向方式での液晶分子の応答速度が動画性能に直結 し,そ の駆動

はアクティブマ トリクスと呼ばれる方式によって制御される。アクティブマ トリクス方式に

よる駆動信号の制御は,基 板上に形成される薄膜半導体(TFT:ThinFilmTransistor)に

よって行われ,そ の性能はさらに素子材料(結 晶シリコンやアモルファスシリコン)の 物性
4)

によって左右 される。その他,偏 光板 とカラーフィルタの光学特性制御 も,視 野角と色再現

性及び輝度に大きな影響を与える重要な要素技術であるが,特 に,バ ックライ トの輝度 ・寿

命 ・消費電力は消費者に訴求 しやすい製品差別化にとって重要な要素技術 となる。

3.1.2プ ラズマパネル

プラズマパネルは液晶パネル と異な り自発光方式である。 このため,薄 型テレビの高画質

化 を実現するためには,発 光のための駆動放電(サ スティン放電)と 発光セルを決める(ス

キャンする)た めの放電(ア ドレス放電)を,よ りきめ細やかに制御することが重要 となる

(例えば,階 調表示制御 と動画疑似輪郭の改善)。また,放 電ガス と蛍光体の物性及びそれ ら

を封入 ・塗布 した発光単位 としての リブの構造が,輝 度や色再現性等の発光の基本的性能 と

ディスプレイ全体の性能を決定す る。さらに,各 プ ロセスでの低電圧化が製品の低消費電力

化,長 寿命化に関する消費者ニーズへの対応にとって特 に重要 となっている。このような,

放電現象の解明 ・制御については,電 極や リブの形状やその形成方法などの工程イノベーシ

ョンに関係の深い要素技術 も,そ の製晶イノベーシ ョンの実現にとって必要不可欠なものと

なっている。

3.2デ ータの抽出方法

本研究の特許データについては,特 許公報に基づいて日本パテントサービス株式会社が提

供する特許情報データベース 「JP-NET」 を基礎資料 として用いた。特許データの抽出には

様々な方法が考えられるが,3.1で 絞 り込んだFPDに 関するそれぞれの要素技術 に,基 本的

にはJP-NETに 準拠 したFIコ ー ド及びFタ ーム(特 許の内容をある程度体系的に整理 した

分類 コー ドとその用語)を 対応 させて該当する特許情報 を抽出し,そ の出願年,出 願人,権

利化の状況を整理 した。但 し,それぞれの要素技術にはFIコ ー ド及びFタ ームが完全に一致

しない場合も多いことから,さ らに,デ ータベース上の特許書面情報 に関するキーワー ド検

索 を並行 して行い,そ の抽出結果 も含めることにした(技 術項 目とFIコ ー ド,Fタ ーム及び

キーワー ドの対応関係 とそれによる検索式の一覧については紙幅の関係上本稿では詳述で き

ないが,筆 者による神戸大学経済経営研究所デ ィスカッションペーパー(J71)の 稿末付録 を

参照 されたい)。なお,こ のようなキーワー ド検索を行う場合には一定のノイズが含 まれるこ
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とから,本 検索 を行う前にサンプ リング検索によってノイズ除去 レベルの調整作業 を行った

(これらの実際のデータ抽出作業は,筆 者からの委託 により,有 限会社ワイズシステムがそ

の保有するソフ トウエアを用いて行 った)。

この方法では,そ れぞれの技術項 目(以 下 「特許カテゴリー」 と同義で用いる)ご とに上

記方法によるデータ抽出を行 うため,一 つの出願及び権利化特許が,結 果 としてそれぞれの

技術項 目に複数回計上 される可能性 もある。従 って,各 技術項 目を定量的観点で相互に比較

する場合には整合性に欠けることとなるが,本 研究の目的はむ しろ時系列的な状況の変化 を

把握することにあるため,抽 出期間(1993年 か ら2004年 までの10年 間)を 通 じて検索条件 を

一定とすることにより信頼性のあるデータ抽出 ・整理に心がけた。

3.3出 願数 と権利化数の推移

特許出願数 と権利化数を同種類の経年データ として分析する際には,特 許の出願公開から
5)

権利化 までの間にはタイムラグが存在することに留意する必要がある。 また,今 回の抽出方

法では,各 技術項 目の同一年の出願特許 と権利化特許 とは必ず しも同 じものとはな らない。

この点については,FPDが,「 研究開発依存型産業では本格的 な研究開発投資に先行 して特許

出願及び権利化を行 う必要性が高い」(鈴木,2002>と いう指摘に妥当 し,権 利化を目的 とし

て出願され る特許については制度手続 き上の様々な短縮措置(「 ファス ト・トラック」)を 経

て速やかな処理が進む ものとして,あ る年の特許出願 とその権利化がその年の研究開発活動

とほぼ リアルタイムに連動するとして読み替えることとした。 このようにして抽出 した特許

データを,各 年の研究開発活動量 を反映するインプ ット指標 としての 「出願公開数」,それ ら

が知的資産のス トックとして積み上がる状況 を反映する 「権利化累積数(1993年 以降)」,出

願 した特許 を権利化するか どうかの各年⑳戦略的判断 を反映する「権利化数 と出願数の比率」

(以下 「権利化指標」 とす る)の 三つの指標で整理 した。

これ ら指標の経年変化が示す意味はそれぞれに異なるが,本 稿では特に権利化指標に着 目

することとした。 まず,基 本特許やその関連特許が意欲的に出願 ・権利化 されることでその

技術項 目の権利化指標が高い水準 となる状況を,「製品イノベーション活性が高い」と考 える。

また,権 利化指標が変動するような状況では,新 たな未成熟技術による製品イノペーション

が数多 く発生 してそれに関する基本特許等の権利化競争が繰 り返 されていると考える。やが

て,要 素技術 レベルでの支配的技術(以 下 「支配的要素技術」 とする)が 確立 してそれに関

する技術体系が安定化に向かうと,そ の技術項目においては,未 成熟な新技術の権利化 より

も支配的要素技術 に関係する既存の権利の保護が重視 され,そ のための保護的出願が大量に

行われ るとともに権利化指標の水準は下がることになる。

この ことを念頭 に置 き,ま ず液晶パネル全般(各 要素技術ごとに抽出したデータの重複を
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排除した総合計)に ついて観察 を行うと,図1左 では,1998年 頃までは毎年ほぼ同一規模数

の特許出願が行われつつそれ らの権利化が着実に進められているのに対 し,1999年 以降は毎

年の出願数はそれまでの水準を維持 しながら着実に増加 しているのに対 して権利化累積数の

増加には飽和傾向が見 られる。これを権利化指標 から見 ると,1998年 頃までは製品イノベー

ション活性 は全般的に高い状況にあったと言えるが,1999年 以降では研究開発活動は活発な

ものの製品イノベーション活性 にっいてははっきりとはわからな くなってきている。但 し,

10年間 を通 じての権利化指標はほぼ直線的に変動 もな く減少 してお り,製 品全般 としての支

配的技術の確立 は漸進的に進展 していることが推測される。プ ラズマパ ネル(図1右)に つ

いては,液 晶パネルと比較 して出願数の増加ペースは1999年 以降もあまり鈍化 していないこ

とや権利化指標の変動の程度がやや大 きいという違いはあるが,全 般的 にはほぼ同様の傾向

を示 している。

図IFPD関 連特 許 の 出願 ・権利 化状 況(1993～)
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しかしながら,要 素技術 レベルで観察するとこれらの内容は少 し違って見 える。図2は,

液晶材料やその表示駆動制御,偏 光板やバ ックライ トなどについて同様の整理を行ったもの

であるが,偏 光板やカラーフィルタなどについては,期 間を通 じて出願数が着実に増加 して

いるものの権利化指標はなだ らかに減少 しており,液 晶パネルの全般的な状況に一致する。

これに対 して,液 晶材料 と表示駆動制御関係については,1993年 から1999年 までの期間にお

いては権利化指標が比較的顕著に変動 してお り,ま た,2000年 以降は出願数が劇的に増加 し

ているのにそれ らはほとんど権利化まで至 っていない。バ ックライ トについては権利化指標

の変動が液晶材料以上 に激 しく,出 願数 も冷陰極管式については毎年変動 し,LED式 やEL

式 については最近 になっての著 しい増加が見 られる。プラズマパネルの要素技術(図3)に

ついても,放 電ガス関係の権利化指標の変動が大 きいことや,他 のいずれの要素技術 も2000

年以降の出願数が急激 に増大 している点で全般的な状況 とは傾向が異なっている。このよう

な違いは,液 晶パネル及びプラズマパネルの技術システムにおいては,そ の要素技術 レペル
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図3プ ラ ズマパ ネル関 連要 素技衛 に関 す る特 許の 出願 ・権利 化状 況(1993-一)
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の製品イノベーシ ョンの属性(例 えば,他 技術 との代替性,相 互補完性,模 倣可能性)が 異

なるために,個 々の特許 としての価値(出 願することと権利化することの効果〉が異なるこ

とを示唆 している。 このため,将 来的には権利化するにせ よ,出 願時及び現時点で も意図的

に権利化をしていない出願公開特許が相当程度存在 している可能性 は否定できない。

4デ ィ ス カ ッ シ ョ ン

4.1FPDの 製品イノベーション活性 と支配的技循

FPDの 主要な二つの技術方式について,そ の特許データの経年変化 を分析 したところ,最

近の状況としては,全 般的な傾向として権利化 よりも出願を重視する方向で変化が進んでお

り,掴 々の要素技術 レベルの特徴的な変化 もその申に埋没する傾向にある。従って,こ のよ

うな特許データの経年的な定量的変化は,製 品イノベーション活性の変化 をある特異な蒔点

と断片(技 衛要素)で は客観的に示 し得 るものの,そ れ らを組み合わせた全体(製 品)と し

て見れば企業の個々の研究開発活動の内容を忠実に反映するもので もないと言える。一方で,

特許出願数の増大はFPDの 最終製品である薄型テレビの国内出荷台数の2000年 前後からの

増大傾向(図4)と は整合的であるため,こ のような市場環境の変化が特許戦略を通 じてそ

れに関連する研究開発活動の内容,さ らには製品戦略に影響 している可能性は高いと言える。
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これをアッターバ ックら(1994)の 議論 における 「ドミナン ト・デザイン」 との関係 で整理

すると,薄 型テレビの製品市場が未成熟な間は,各 企業が個々の性能に関す る要素技術 を競

い合って研究開発活動を行った結果が,製 品イノベーシ ョンの活性状況 としてその特許出願・

権利化数によって個 々に確認されたが,市 場が拡大 して ドミナン ト・デザインの確立競争が

行われ る時点では,製 品イノベーションから工程イノベーションへの推移や特許出願数 ・権

利化数の推移については,必 ず しもその議論の ようには整合的には観察されないことが伺え

る。

團△ 蒲知」子しドの1羽1六1崩.蒜≠}勤の惟禾乞

企業が ドミナン ト・デザインの確立を目指 して研究開発活動を変化 させていくことには,

む しろ経済的な合理性がある。そのような変化の中で適切な研究開発活動を設計す ることが

技術戦略の目的の一つであるならば,各 要素技術 レベルで観察された権利化指標の変動に着

目して,特 許データの経年的変化 を活用することも効果的な一つの手法であると考える。仮

に,企 業の研究開発活動がその組織的な特許戦略に影響 されないなら,各 要素技術の確立過

程は特許出願か ら権利化までの一連の行動の繰 り返 しとして可視化できる。その際,権 利化

指標の変動が不規則であるほどその製品イノベーション活性 を管理できない(あ るいは して

いない)可 能性が高いと考えられ,ま た,そ の母数 となる特許出願数が少ない(競 争参入者

が少ない)も のほど権利化指標の変動はより顕著 に観察 されると言える。今回の分析では,

このような要素技術 としては,液 晶材料,バ ックライ ト,放 電ガスが該当することになる。

逆に,権 利化指標が当初は高い水準にあったとして も時間の経過 とともになだらかに減少 し

ている場合は,研 究開発活動の継続によって製品イノペーション活性を管理できる可能性が

ある。このような要素技術 としては,偏 光板 ・カラーフィルタ等,ア クティブマ トリクス,

製造プ ロセス関係(電 極 ・リブ等)が 該当す ることになる。 また,こ れ らの結果 に関 しては,

液晶材料,バ ックライ ト及び放電ガスについては物性 レベルの個々の現象解明が製品の性能

向上 に直接的に影響 しているのに対 し,偏 光板 ・カラーフィル タ等については材料の製造方
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法に関するノウハウを基盤 として光学特性の開発が進められること,ア クティブマ トリクス

については素子材料や駆動回路などか ら構成される既存の半導体関連技術を基盤 として開発

が進め られることなど,そ の製品アーキテクチャにおいて摺 り合わせの要素が強い場合には

製品としての急激な性能変化が生 じにくくなっていることも推測できる。

このようにして,FPDの 製品イノベーション活性 を,各 要素技術によって構築 される製品

アーキテクチャとその特許データを照 らし合わせて考えてみることは,延 岡,上 野(2005)

が指摘する 「部品の技術革新が活発な場合のモジュラー型製品の製品統合の問題」を解決す

ることにもつながる。製品のコモディティー化が進み一層のコス ト低減が求められると,製

品としての統合 とその動作検証のためのコス ト増大 を伴うような新規技術の開発 を行うより,

各モジュールを効果的に組み合わせ ることで市場が求める必要十分な性能を実現することを

志向し,そ れにあわせて研究開発活動の内容を見直すことが合理的となる。パネルの性能に

関する主要要素技術を集約 して特許データを概観 した場合には,液 晶パネル とプ ラズマパネ

ルはともに権利化指標の低下が観察 されたが(図1参 照),こ れを,パ ネルモジュール レペル

での要素技術の集積状況として考えるならその製品イノベーション活性は低下の傾向にあり,

技術パラダイム も着実に成立 しつつあるとみなすことができる。その一方で,個 々の要素技

術に関する特許出願数が現在 も着実に増加 していることからは,パ ネルモジュール より下位

のアーキテクチャレベルでは様 々な技術革新が継続 していることも推測 される。従って,今

後の製品戦略においては,モ ジュール を構成す る特定の技術パラダイムの下で個々の研究開

発の成果 を効率的に統合 していくことが重要 とな り,そ れに対応する形で,特 許戦略 も組織

的な管理の下で高度化を遂げていくことが想定 される。

4、2FPDに おける特許戦略 と製品戦略の共進化

では,こ のような特許戦略の高度化の過程 を,製 品戦略の基盤 ともなる研究開発活動 との

共進化の観点から考えてみる。研究開発活動を行 う企業 は自らが過去に行ってきた何 らかの

研究を出発点 として製品開発を進めるとするなら,そ れがその時点での コア技術であるかど

うかは別に,自 らの能力構築 を進めるという意味において最初 は「コア技術構築アプ ローチ」

をとることになる。それ ら要素技術の市場性が明確でな く製品開発にあまり直結 しない間は,

自らの内部に蓄積 して専有化するのみであるが(図5の 網掛けで囲んだ領域),企 業間の研究

開発競争が活発化すると必然的に特許出願競争 も活発 となる。やがて,あ る性能に関 して有

力 となる要素技術 を確立 し,さ らには,市 場 との関係において もそれを支配的要素技術 とす

るパラダイムの確立に成功 した場合は,そ の技術をまさにコア技術 として以降の製品開発 を

本格化 させることが可能 となる(図5の 下方向への進化)。仮に,そ のようなコア技術 を自社

完結的に体系化 してその優位性が維持で きるな ら,他 の競争相手は退出を余儀な くされ,そ
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の技術が属する特許カテゴリーにおいては,製 品イノベーション活性の低下による権利化指

標の低下のみな らず,競 争の収束により特許出願数も減少傾向を示すことが予想される。 し

か しなが ら,FPDの 主要要素技術に関する特許出願数はいずれの特許カテゴリーでも継続的

に増加 している。従って,各 企業の研究開発活動は,上 述 したfコ ア技術構築アブU一 チj

の成功によって一つの製品開発が完結するのではなく,む しろ特許出願競争を通 じて他社技

術 との関係 をより深 く考慮す ることとなり,「ポジショニング・アプローチ」的に発展 を続 け

ていると考える方が自然である。このことは,図5に おいてはP3及 びP、への進化 として示

され,い ずれの類型への進化が より重要となるかについてはそれぞれの技術で異なるものと

なる。

図5研 究開発活動と特許戦略の共進化の関係
一

研究開発成果活用に関する

企業の戦略的判断

出顧特許の

権利化傾向の変化

一

研究開発活勤と特許戦略の方向

コア技術構築

一

ポ ジシ ョニ ング
一

①専有 し他社と取引 しない

権利化する

鎚

凸
権利化しない

簿 ・-滑 　 几
臨 帯

歌.

虐'甘 　

皆 、 　 霊

一

一一

②専有 して他社 と取引する

㎜

③専有 しないが他社の干渉は

排除す る

、

一

④専有 しないで外部効果を期

待する

一

P3

「]一

では,こ の ような進化が実際にはどのように生 じているのかを液晶パネルとプラズマパネ

ルの全般(パ ネルモジュール レベルでの技術集積)の 特許出願状況で考えてみる。表 ユ及び
6)

表2は 毎年の特許出願数を出願人別に合計 してその順位の変動を示 したものであ り,対 象期

問(1993～20僕 年)の 総合順位か ら4位 以上の乖離が見 られる年 については,そ の企業ごと

に太枠囲みの網掛 けで示 している(数 字のない空欄は15位 以下の圏外を示す)。なお,そ れぞ

れのパネルともに1993年 か らの10年 間の特許出願数の総合計において50%の シェアを構成す

る上位企業(液 晶パネルでは10社,プ ラズマパネルでは9社)を 分析対象 とし,こ れまでの

分析結果 を踏 まえ,液 晶パネル及びプラズマパネル ともに,2000年 頃をその主要要素技術の

パラダイムが成立 した時点の目安 として考えることとす る。

特許出願累積数で上位 にあるこれらの企業のほとんどは,様 々な要素技術をパネル として

統合するセットメーカーの立場にあるため,市 場競争を優位 に進めていくためには,他 社技

術 との関係 を念頭において自社の研究開発を行 うことが重要になると考えられる。このため,

期間を通 じて特許 出願数の順位があまり変化 していない企業 については,自 社技術を支配的

要素技術のパ ラダイムの中核に位置づけるだけでなく,さ らにポジショニング ・アプローチ
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表1液 贔パネル闘連特許掲願数ランキングの雄移(幽 纐入別)

順位

王993～20e4合 醗 1993i1994[1995ii996i1997i1998ほ999{2GOO【2G〔}1i2002i2G(}3i2GO4

出願人
出願数 シ ェア 出願数順位変動
927e3

1 セイ コーエプ ソン株式会魏 8◎32 8.66 4 3 ζF 矯: 2 1 1 三 2 三 1

2 シャープ株式会祉 η06 8.3玉 1 玉 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2

3 松下電器産業株武会祉 6172 6.66 5 2 3 3 3 3 3 2 1 2 5

4 株式会祉来芝 4682 5,G5 2 4 4 5 2 4 4 6 4 4 6 蕊
5 株式会塗遷:罧立製作所 4029 4.35 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4

6 キャノン株式会祉 3ge2 4.21 3 5 5 3 4 6 7 4 6 8 8
騨

ア ソニー株式会祉 3566 3.85 9 10 ア 2 8 7 6 8 9 6 ア 4

8 カ シオ群算機株式会封: 2887 3,U 8 7 2 4 7 9 10 1玉 認 磁3㌃ 15 14

9 r体 電気株式会祉 2585 2.79 1G 11 三三 1G 9 8 8 7 8 12

10 三1羊電機株式会祉 257e 2.77 11 9 9 8 三G 三〇 9 1e 10 10 三2 7

!三 株式会祉単灘体工ネルギー研究祈 1930 2.38 13 三2 13 13 13 11 9 7 9 三1 三2

12 冨:1=通株式会社 1820 1.96 7 8 三G 12 1玉 11 15 12

13 窟士写爽フイルム株式会祉 16フ2 1.80 12 14 14 11 ア 5 3

14 大1沐 印刷株式会祉 1412 L52 13 13 11 12 12 13 10

15 iDに 電 二【:株式 会 ネ圭; 1083 玉、1フ 13 11 10 6

表2プ ラズマパネル瑛漣 特許幽願数ランキングの推移(娼 願人別)

順依

三993～2004合 計 1993鯵994糠995i19961199ア 鋒998i199912eOgl2◎ σ1i2002!2003i2GO4

出願人
出願数 シェア 出願数順位変動
15889

三 松下電器巌業株式会祉 2215 13.94 4 4 1 1 1 11 1
2 審士通妹式会麓 10三2 6.37 1 1 2 3 2 2 2 3 4 議登 4 灘
3 1沐 電気株式会駈 863 5.43 2 5 5 4 5 5 2 2 2 6 鶏
4 株式会れ冨士通ゼネラル ア50 4.72 2 1 2 1 1 6 15阿

5 株式会相1立 製 乍所 ア23 4.55 3 6 4 8 3 3 4 4 6 3 フ
鯛噸

6 ソニー株式会社 721 4.54 9 3 3 1 6 8 9 8 5 6 2 5

7 大纏本印縦株式会社 616 3.88 フ 8 9 5 5 6 3 ア 3 囎 8 笈3・

8 :三菱電機株式会牲 534 336 4

甲1 11

ア 8 5 9 4 9
9 パイオニア株武会社 520 3.27

Fる'

10 9 9 王1 !o 7 8 5 3

1G 棄レ株式会社 401 2.52

11 シャープ株式会ネ圭: 353 2.22 15 10 難 8 5 15 8
三2 セ イコーエプ ソン株式会凝 318 2.00 15 12 3 2

13 キヤノン株武会祉 305 L92 4 12 7 8 9
三4 エル ジー電子株式会祉 266 L67 14 三2 11 9 11 14
15 株式会凄陳 芭 207 1.3a 三3 15 11 13 14 15

を重視 した特許戦略を継続 していると想建 される。但 し,技 術方式や製晶のラインアップが

異なることによるのかもしれないが,液 晶パネルよリプラズマパネルの方が全般約に各企業

の瀬位変動傾向が大 きく,特 許戦略の変化の傾向が異なることがわか る。 さらに油1≡iするべ

き点 として,技 術パラダイムの戒立に至 るまでは毎年の撫願数瀬重疏で上位にあ り,そ の結果

として跳願累稜数のシェアで も土位に位躍 しているにもかかわらず,市 場の拡大期 になって

亀願数が滅少 してその順位 を下げている企業もあることがわかる。この ような企業について

は,技 術パ ラダイムへの関与には成功 しているもののその後の棚:究醐発活動の進化はiiEl.asで

はな く(図5のP,,P,へ の進化を伴わない〉,製 品化による市場で0)競 争については撤退 も

含めた活動の児蔭二しを行っていることも推測される。 このことは,現 在の薄型テレビ宙場に

おいては技術方式の優劣のみならず摘格 も含めた ドミナ ント・デザインを争う競争が激 しく,

研究醐発に資源を集中させることが南場競争における勝利を必ず しも保言隷iするものではない

ことを示唆 している。従 って,企 業によっては研究朋発による能力構築を将来にわたって継
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続するのではな く,コ ア技術 に関する有力特許を他企業へ売却することも合めて,よ り外
7)

環境 を意識 した競争戦略を展開 していることが,こ れらの特許データか らは推測できる。

5お わ り に

本稿では,特 許の出願及び権利化に関するデータを,FPDと いう個別のデジタル機器の

品開発競争環境を企業行動に即 した ミクロ的視点から分析す るためのインプット指標 とし

位置づけた。その結果,特 許の出願及び権利化の動向から,企 業の研究開発活動やそれに

る要素技術の成熟の過程 を一定の客観性 をもって観察することが可能 となったが,こ れは

特許が権利化 された技術の情報であるということのみならず,技 術戦略や製品戦略の一部

構成する情報であるという側面 も有 していることを端的に示す ものである。実際に本稿の

うな分析手法は個々の企業の知財マネジメン トではすでに応用されているとも考えられる

特許データの有用性 をさらに高めるためには,デ ータ抽出方法 についての研究開発現場の

点に立 った検討 と改良 を加える必要がある。 また,特 許戦略はポジショニング的な活用に

まらず,競 争環境を把握 した研究開発活動 を行 うことを通 じて製品イノベーション活性を

める適切な技術選択を導 くもの となることも重要である。これらの点については,本 分析

法の一般性(FPD以 外のデジタル機器に関しても有効性を示す ものであるか,ま た,デ ジ

ル機器以外の製晶に関 してはどうであるか)に ついてさらに検証 を行う必要があるという

ととあわせて,今 後の検討課題 としたい。

注

本 研究 は,独 立 行政 法 人新 エ ネル ギー ・産業 技術 総 合 開発機 構 「産 業技 術 研究助 成事業 」

よって助 成 を受 けた 『デ ジタル 機 器産 業 に お け る 日本企 業 の 国際競 争力 を高 め るための技術

商 品戦 略 と製 品 開発 マネ ジメ ン トの 研究 』 の研 究成 果 の一部 で あ る。

な お,本 稿 は,筆 者 に よ る神 戸大 学経済 経営 研究所 デ ィスカ ッシ ョンペ ーパ ー(J71)「 薄型

ネ ル表示 装置 を巡 る製 品開 発競 争環境 」(テ クノ ロ ジー マネ ジメ ン ト2005年9月 号 に原文 の ま

転 載)に,大 幅 な加筆 ・修 正 を行 った もの であ る。

1)「 支 配的技 術」 につ いて は,ア ッターバ ック(1994)ら の議 論 に よる 「ドミナ ン ト・デザ イ ン

の考 え方 と理論 的枠 組み を共有 す るが,本 稿 では,技 術パ ラ ダイム の成立 と技 術の成 熟度 を製

デザ イ ン レベル か らもう少 し要 素技 術 レベル の もの も含 め て考 え るこ と とす る。

2)こ こで は,出 願 して公 開 した技術 情報 が特 定 の他者 に活用 され る とい うよ り,不 特 定多 数の

の研究 開発活 動 に協業 的 な影響 を与 え るこ とで,そ れ らの成果 の 一部 が間接 的 に 自社 の効用 と

る ような場 合 を指 す こ と とす る。

3)大 画 面化 と低 価 格化 は,い ず れ も製造工 程 に おけ る歩 留 ま りの 向上(不 良品率 を低 下 させ る

と密接 に関係 す る。例 え ば液 晶材料 の封 入や,プ ラズマパ ネル の リブ形 成や ガ ス封入 につ いて

製造プ ロセ ス におけ るノ ウハ ウが大 き く影 響 す る と言 われ てい る。
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4)こ れ らの駆動 方式 と薄膜 半導体 は,例 えば有機EL材 料 を使 ったパ ネル に も適 用 が可能 な,,

基盤性 の強 い要 素技術 で もあ る。

5)特 許 が 出願 後 に公 開 され るまで現行法 制 で は最 長 で1年6月 で あ り,ま た,出 願 か ら権 利イ

間 には同 じ く3年 間 の審査 請求期 間 が存在 す る。

6)表1(液 晶パ ネル)に つ い ては図1左 の デー タ,表2(プ ラズマパ ネル)に つ いて は図IA

デー タ抽 出 との整 合性 が あ る。但 し,一 つの特 許 に対 して複 数 の出願 人が あ る場合 にはそれ ノ

に複数 回計上 され て い る。

7)最 近 では有 力 な技 術 を有 す る複 数の企 業が合 弁企 業 を設立 して製造事 業へ の特 化 を行 う動1

あ り,特 許 を介 した他社 との関係構 築 は一層 多様化 して いる。
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